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東京消防庁職員互助組合

第１ 監査対象の概要

１ 事 業 の 内 容

（１）事 業 の 概 要

東京消防庁職員互助組合 以下 互助組合 という は 組合員相互の福利厚生を図ること（ 「 」 。） 、

を目的として、東京消防庁職員互助組合に関する条例（昭和３５年東京都条例第１９号。以下

「 」 。） 、 。条例 という に基づき昭和３５年３月に設置された団体で 主に次の事業を行っている

ア 給付事業

イ 福利事業

ウ 厚生資金貸付事業

（２）都 と の 関 係

都は、互助組合に対し、条例に基づき事業運営交付金を交付（平成１２年度は組合員給料の

８．４／１０００相当額、平成１３年度は同７．２／１０００相当額）するとともに、厚生資

金原資借入経費負担金として借入金に対する利子相当額を交付している。

また、平成１０年度から厚生資金貸付事業（生活資金、交通資金等）に要する原資の金融機

関からの借入れ（平成１２年度は１３億３００万円、平成１３年度は１２億２，０００万円）

について損失補償している。

平成１２年度及び平成１３年度の交付金及び負担金の状況は表１のとおりである。

（表１）交付金及び負担金の状況

（単位：千円）

区 分 平成１２年度 平成１３年度

事 業 運 営 交 付 金 ６７５，５８０ ５７９，４２１

厚生資金原資借入経費負担金 ２４，１２４ ２４，４６７

２ 組 織

互助組合は 事務所を千代田区大手町一丁目３番５号 東京消防庁内 に置き 役員１０名 組、 （ ） 、 、（

合長１名、理事７名、監事２名（非常勤役員１０名 、評議員２２名及び職員１１名で、２係を））

もって構成されている。
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第２ 監査の範囲及び実地監査期間

１ 監 査 の 範 囲

平成１２年度及び平成１３年度の補助事業等について実施した。

２ 実地監査期間

（１）東京消防庁 平成１５年１月１４日及び２４日

（２）互 助 組 合 平成１５年１月２０日から同月２３日まで

第３ 監 査 の 結 果

１ 事業実績について

平成１２年度及び平成１３年度における給付事業、福利事業及び厚生資金貸付事業の主な実績

は、表２、表３及び表４のとおりであり、事業は補助目的に沿って適正に執行されている。

（表２）主な給付事業実績

平 成 １ ２ 年 度 平 成 １ ３ 年 度

区 分 給 付 件 数 給 付 額 給 付 件 数 給 付 額

件 千円 件 千円

災害見舞金 ０ ０ ３ ３２０

普 通

弔 慰 金 ６４０ ５５，２５０ ５９１ ５６，５５０

結 婚 祝 金 ３８７ ２７，０９０ ４１５ ２９，０５０

就 学 祝 金 １，６８１ ３３，６２０ １，５６８ ３１，３６０

退 職

せ ん 別 金 ５８６ １５６，７２０ ５５４ １５０，０１０

公 務 傷 病

見 舞 金 ４０ １，７６０ ４３ １，６９０

普 通 傷 病

見 舞 金 １８５ ３，７００ １４３ ２，８６０

義 務 教 育

終 了 祝 金 １，１５６ ２３，１２０ １，０５８ ２１，１６０

（注） 組合員に給付を行う事業で、組合費・事業運営交付金を財源としている。
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（表３）主な福利事業実績
（単位：千円）

執 行 額
区 分 事 業 内 容

平 成 １ ２ 年 度 平 成 １ ３ 年 度

指 定 旅 館 等 の 施 設 料金の一部助成 ２２５，５７１ ２３１，７９２

６３施設(平成12年度)
夏 季 借 上 施 設 ５９施設(平成13年度) ９０，５４４ ９５，９５３

プール、スケート等の利用助成 料金の一部助成 １０，４０８ ９，８９２

国 内 借 上 施 設 通年で施設を借上 ７，１４０ ７，１４０

体育部会、文化部会活動
体育大会・体育文化会等助成 体育文化会事業等に助成 ３６，８７２ ３７，１０７

（注） 組合員の福利向上に資する事業で、組合費・事業運営交付金を財源としている。

（表４）厚生資金貸付事業実績

平 成 １ ２ 年 度 平 成 １ ３ 年 度

区 分 備 考

件 数 金 額 件 数 金 額

件 千円 件 千円

厚生資金貸付金 ４，７００ ９７３，１６７ ２，８９２ ５５３，５２０

一時的な生計資金の貸付生 活 資 金 ５０，２００ ４７５ ４７，５００５０２

災害・葬祭等費用の貸付特別生活資金 ２４８，９００ １６７ １８５，０００２１５

一時多額の資金の貸付一 般 資 金 １００，０００ ３３１ ９３，３００４５３

定期乗車券購入費の貸付交 通 資 金 １，６１５ ２０１，７９１ １，３９１ １７３，６１０

生活用品購入費用の立替物資購入資金 ９６，１２６ ５２８ ５４，１０９８１６

一時多額の資金の貸付特 例 資 金 ３９２ ３９，２００ － －

一時多額の資金の貸付特例生活資金 ８０６ ２３６，９５０ － －

返 還 金 ７５９，３７４延べ58,059 ７３３，０３８ 延べ 64,216

20か月返還生 活 資 金 ５１，４９５11,425 ５８，４４５ 10,162

10か月～60か月返還特別生活資金 ２３７，９５１11,763 ２３２，９０５ 11,329

20か月又は30か月返還一 般 資 金 １０５，３８０10,746 １１２，８２０ 10,125

６か月返還交 通 資 金 １８５，３２１9,956 ２０９，３４８ 8,896

10か月～ 20か月返還物資購入資金 ７８，８３３14,137 １１３，２６９ 9,946

10か月又は20か月返還特 例 資 金 16 １，５００ 4,372 ２５，１８０

10か月～60か月返還特例生活資金 16 ４，７５０ 9,386 ７５，２１２

（注） 組合員に貸付けを行う事業で、金融機関からの借入金を原資としている。
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財団法人東京都交響楽団

第１ 監査対象の概要

１ 事 業 の 内 容

（１）事 業 の 概 要

（ 「 」 。） 、 、財団法人東京都交響楽団 以下 都響 という は 昭和４０年２月に設立された団体で

交響楽を通じて、都民の情操を豊かにするとともに音楽芸術の普及向上を図り、首都の文化発

展に寄与することを目的として、主として次の事業を行っている。

ア 自主公演（定期演奏会、プロムナードコンサート、東京芸術劇場シリーズ、特別演奏会）

イ 共催公演（東京文化会館等）

ウ 音楽鑑賞教室（小・中学校の児童、生徒対象）

エ 依頼公演（公共団体、文化振興団体等）

（２）都 と の 関 係

都は、財団法人東京都交響楽団運営費補助金交付要綱に基づき、表１のとおり補助金を交付

しているほか 東京都交響楽団と東京文化会館の事業協力に関する覚書 を締結し 東京文化、「 」 、

会館内に事務室、楽器保管庫等、計４２３．３６ｍ を使用許可している。２

なお、財団設立に際し、基本財産１００万円を出えんしている。

（表１）補助金の交付状況

（単位：千円）

補 助 金 額
対 象 目 的

平成１２年度 平成１３年度

演奏事業及び財団の 都における音楽芸術の振興と普及を

運営 図るとともに、青少年に対する音楽芸 1,400,272 1,236,477

術への理解を促進する。

２ 組 織

都響は 事務所を台東区上野公園５番４５号東京文化会館内に置き 役員１４名 副理事長 理、 、 （ （

事長代行 １名 常務理事１名 理事１０名 監事２名 非常勤役員１２名 及び職員１７名 う） 、 、 、 （ ）） （

ち都派遣２名 、特別契約楽員４名（ソロコンサートマスター、コンサートマスター等 、楽員１） ）

０３名で構成されている。
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第２ 監査の範囲及び実地監査期間

１ 監 査 の 範 囲

平成１２年度及び平成１３年度の事業について実施した。

２ 実地監査期間

（１）教 育 庁 平成１５年１月１４日及び２４日

（２）財 団 平成１５年１月２０日から同月２３日まで

第３ 監 査 の 結 果

１ 事業実績について

平成１２年度及び平成１３年度における事業実績は、表２のとおりであり、事業は別項指摘に

関するものを除き、補助目的に沿って適正に執行されている。

（表２）主な事業実績

平成１２年度 平成１３年度
演 奏 会 名 演奏回数 演奏回数 備 考

入場者数 入場者数
定期演奏会 ２０回 ２０回 東京文化会館 １０回

自 33,180人 33,726人 サントリーホール１０回
プロムナードコンサート ６回 ５回

主 11,498人 9,741人
東京芸術劇場シリーズ ５回 ４回 作曲家の肖像シリーズ

公 8,130人 6,666人
特別演奏会 ３回 ３回 「第九」演奏会

演 5,613人 5,809人
ふれあいコンサート､高校生 ５回 ８回

共 とのジョイントコンサート､ 8,426人 11,345人
催 ファミリーコンサート等 －
公
演

都及び区市教育委員会共催音 楽 鑑 賞 教 室 ６２回 ５９回
平成１２年度２２地区54,746人 50,764人
平成１３年度１９地区

、 、一般依頼 ３０回 ３１回 東京都関係 ホール関係
依 34,598人 44,290人 地方公演、その他

ＣＤ用録音 １０回 ６回 －
頼 ＣＤ制作 １回 ３回 －

放送用録音 ３回 ４回 －
三宅島の子供たちのための励公 その他の依頼公演 ５回 １４回
ましコンサート、都庁展望室1,890人 6,980人
サロンコンサート等演
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２ 指 摘 事 項

（１）庁 関 係

ア 補助金の額の確定を適切に行うべきもの

教育庁は、都における音楽芸術の振興と普及を図ることを目的として、財団法人東京都交響

楽団運営費補助金交付要綱 以下 要綱 という に基づき 都響に対し平成１３年度１２億（ 「 」 。） 、

３，６４７万余円の補助金を交付している。

ところで、この補助金には、都響が庁から使用許可を受けて使用している事務室及び楽器保

管庫等の使用料に対する補助額（６２６万９，７５１円）が含まれているが、都響から提出さ

、 、「 」れた実績報告書等を見たところ その補助額に対応する経費として 座席予約管理システム

の借入費用などが含まれているのが認められた。

しかしながら 庁は 都響から提出された実績報告書の内容について 十分な審査を行わな、 、 、

いまま補助条件に適合するとして、補助金の額を確定をしており、適切でない。

庁は 実績報告書の内容について十分な審査を行うなど補助金の額の確定を適切に行われ、

たい。
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財団法人東京都体育協会

第１ 監査対象の概要

１ 事 業 の 内 容

（１）事 業 の 概 要

財団法人東京都体育協会（以下「都体協」という。）は、東京都体育会として昭和１８年

１１月に設立され、昭和３１年２月に法人化された団体であり、東京都における体育運動を振

、 、 、興して都民の体力向上を図り スポーツ精神をかん養し もって社会文化の向上発展に寄与し

併せて体育運動に関する諸団体相互の連絡融和を図ることを目的として、主に次の事業を行っ

ている。

ア 都民の体力向上とスポーツ精神をかん養するため、その根本方針を審議確立すること。

イ 体育運動に関し、東京都、財団法人日本体育協会、その他の機関の施策に協力すること。

ウ 加盟団体の強化発展及びスポーツ少年団の育成に関すること。

エ 体育大会、講習会、スポーツテスト、その他体育運動に関する各種事業を実施及び援助する

こと。

オ 体育運動の宣伝・啓発・指導及び奨励を図ること。

（２）都 と の 関 係

都は、都体協に対して、表１のとおり、補助金を交付している。

（表１）補助金の交付状況

（単位：千円）

補 助 金 額
対 象 事 業 目 的 根 拠

平成12年度 平成13年度

スポーツ振興事業 都のスポーツ振興に寄与す 財団法人東京都体育協会
る事業に要する経費の補助 に対する補助金交付要綱 58,109 53,625

国民体育大会東京都 都と都体協が共同で開催す 国民体育大会東京都予選
予選会事業 る国民体育大会東京都予選 会の共同開催に関する協 9,000 9,000

会に要する経費の分担 定書

国民体育大会関東ブ 国民体育大会関東ブロック 国民体育大会関東ブロッ
ロック大会派遣事業 大会派遣費及び大会分担金 ク大会派遣費等補助金交 24,220 25,618

の補助 付要綱

国民体育大会ヨット 国民体育大会ヨット競技及 国民体育大会ヨット・馬
・馬輸送事業 び馬術競技のヨット・馬の 輸送費補助金交付要綱 1,950 2,000

輸送費の補助

都民生涯スポーツ大 都と都体協が共同で開催す 都民生涯スポーツ大会の
会事業 る都民生涯スポーツ大会に 共同開催に関する協定書 13,603 12,402

要する経費の分担

都民体育大会（区郡 都と都体協が共同で開催す 都民体育大会（区郡市対
市対抗）事業 る都民体育大会に要する経 抗）の共同開催に関する 12,952 11,552

費の分担 協定書

119,834 114,197合 計
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２ 組 織

都体協は、事務所を渋谷区神南一丁目１番１号（岸記念体育会館内）に置き、役員３６名（会

長１名、副会長５名、専務理事１名、常務理事１２名、理事１５名、監事２名（非常勤役員３５

名 ）及び事務局職員９名（うち都派遣職員１名）で構成されている。）

第２ 監査の範囲及び実地監査期間

１ 監 査 の 範 囲

平成１２年度及び平成１３年度の補助事業について実施した。

２ 実地監査期間

（１）教 育 庁 平成１５年１月１４日及び２４日

（２）団 体 平成１５年１月２０日、２１日及び２２日

第３ 監 査 の 結 果

１ 事業実績について

平成１２年度及び平成１３年度における補助事業の主な実績は、表２のとおりであり、事業は

別項指摘に関するものを除き、補助目的に沿って適正に執行されている。
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（表２）補助事業実績

対 象 事 業 年 度 主 な 事 業 実 績

平成 ①表彰事業

体育功労者等の表彰

１２ ②地域住民活動促進事業

地区体育協会等へのスポーツ振興事業助成

スポーツ振興事業 ③指導者研修事業

幹部中央研修会の開催

１３ ④スポーツ少年団事業

東京都スポーツ少年団大会、競技別大会の開催

⑤都のスポーツ振興事業

会報等の発行

国民体育大会東京都予 １２ 第５５回大会 ４０種目 参加者 １４，８３５名

選会事業 １３ 第５６回大会 ４０種目 参加者 １６，７２８名

国民体育大会関東ブロ １２ 第５５回大会(開催地：山梨県)３０種目 ７７９名派遣

ック大会派遣事業 １３ 第５６回大会(開催地：群馬県)３０種目 ７７８名派遣

国民体育大会ヨット・ １２ 第５５回大会(開催地：富山県） ヨット１１艇、馬９頭輸送

馬輸送事業 １３ 第５６回大会(開催地：宮城県） ヨット１１艇、馬８頭輸送

都民生涯スポーツ大会 １２ 平成１２年度大会 １６種目 参加者 ４，９４６名

事業 １３ 平成１３年度大会 １７種目 参加者 ４，８３１名

第５３回春季大会 ５３地区 ２８種目 参加者 １４，４２２名

第５４回夏季大会

水泳競技会 ２５地区 参加者 ３２２名

１２ ゴルフ競技会 ２０地区 参加者 ２３０名

第５４回冬季大会

スキー競技会 ４６地区 参加者 ６５５名

都民体育大会（区郡市 駅伝競走大会 １８地区 参加者 １６６名

対抗）事業 第５４回春季大会 ５１地区 ２８種目 参加者 １４，３７８名

第５５回夏季大会

水泳競技会 ２５地区 参加者 ３２３名

１３ ゴルフ競技会 ２４地区 参加者 ３１３名

第５５回冬季大会

スキー競技会 ４４地区 参加者 ６０８名

駅伝競走大会 ２５地区 参加者 ２２０名
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２ 指 摘 事 項

（１）庁 関 係

ア 都民体育大会に係る余剰金額の返還を求めるべきもの

教育庁は、都体協と共催で都民体育大会（区郡市対抗 （以下「大会」という ）を実施して） 。

おり、都体協と締結した協定書に基づいて、分担金を交付している（平成１２年度：１，２９

５万余円、平成１３年度：１，１５５万余円 。）

当該協定書によると、大会に関する経費は、都の分担金と都体協が徴収する大会参加料等を

もって充てることとし、また、大会事業の経理と他の事業の経理とを区分して処理するととも

に、分担金に余剰金が生じた場合は、これを返還するとしている。

ところで、都体協は、平成１２年度は大会事業に係る特別会計を設け、平成１３年度は大会

事業に係る収支を一般会計に組み入れて経理しているが、両年度とも、年度末に庁に提出した

大会事業決算書 以下 大会決算書 という では 分担金及び参加料等の収入合計額と大会（ 「 」 。） 、

費及び事務費の支出合計額とが同額であるとしている。

しかしながら、都体協の平成１２年度及び平成１３年度の収支決算書を見たところ、表３の

とおり、両年度とも支出残額があるにもかかわらず、当該残額を①平成１２年度は一般会計繰

出金として計上し、②平成１３年度は他事業経費（大会以外の事業に支出した経費）分として

処理しており、大会決算書と相違していることが認められた。

庁は、大会決算書の内容を十分に精査の上、事業の完了確認を適切に行うとともに、大会に

係る余剰金額の返還を求められたい。

（表３） 都民体育大会の収支決算状況

区 分 平 成 １ ２ 年 度 平 成 １ ３ 年 度

収 分 担 金 １２，９５２，０００円 １１，５５２，０００円

参 加 料 等 ７，９１１，２０８ ７，９２２，５５９

入 合 計 ２０，８６３，２０８ １９，４７４，５５９

大 会 費 １７，４９５，１３１ １８，２４７，３９６

支 事 務 費 ２，８４５，６６０ ８７９，３４９

支 出 残 額 ５２２，４１７ ３４７，８１４

一般会計繰出金 ５２２，４１７ ０

出 他 事 業 経 費 ０ ３４７，８１４

合 計 ２０，８６３，２０８ １９，４７４，５５９
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イ 補助金の交付要綱を整備し、特定財源の明確化を図るべきもの

庁は、都体協が行う「スポーツ振興事業」に対して、平成１２年度５，８１０万余円及び平

成１３年度５，３６２万余円の補助金を交付している（財団法人東京都体育協会に対する補助

金交付要綱 以下 交付要綱 という このうち 当該スポーツ振興事業の一環として実施（ 「 」 。））。 、

される「都のスポーツ振興事業」に対しては、平成１２年度１５１万余円及び平成１３年度１

８９万余円を補助している。

ところで 交付要綱によると 都以外の団体からの補助金その他の特定財源 参加料 負担、 、「 （ 、

金等）がある場合には、当該対象経費から除く」としている。

しかしながら 都体協は 表４のとおり 都のスポーツ振興事業 として都体協会報等を発、 、 、「 」

行し、同会報により広告料収入を得ているが、庁は、当該収入が特定財源に該当するか否かが

明確でないにもかかわらず、補助金の額を確定しているのは適切でない。これは、補助対象経

費から除く特定財源の内容について、交付要綱が不明確となっていることによるものである。

庁は、交付要綱を整備し、特定財源の明確化を図るとともに、補助金の額の確定を適切に行

われたい。

（表４）会報等の印刷に係る経費等の実績

（単位：円）

区 分 補助事業費 補 助 対 象 経 費 補 助 金 額 広告料収入

平成 都体協会報第１集 577,500
１２年度 1,512,000 都体協会報第２集 577,500 1,512,000 360,000

都体協規程集 357,000

計 1,512,000

都体協会報第１集 714,000
１３年度 1,895,250 都体協会報第２集 498,750 1,895,250 450,000

都体協名簿 682,500

計 1,895,250
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東京都国民健康保険団体連合会

第１ 監査対象の概要

１ 事 業 の 内 容

（１）事 業 の 概 要

東京都国民健康保険団体連合会 以下 連合会 という は 昭和１６年１０月に設立され（ 「 」 。） 、

た団体で 国民健康保険法 昭和３３年法律第１９２号 以下 法 という に基づき 会員、 （ 。 「 」 。） 、

である保険者が共同して国民健康保険事業の健全な運営を確保し、社会保障及び国民保健の向

上のために必要な事業を行うことを目的とし、主として次の事業を行っている。

ア 診療報酬及び介護給付費の審査支払

イ 国民健康保険に関する調査、研究及び広報

ウ 介護サービスに係る苦情処理

エ 高額医療費共同事業

オ 直営病院の経営

（２）都 と の 関 係

都は連合会に対し、国民健康保険団体連合会運営費補助金交付要綱等に基づき、表１のとお

り、平成１２年度８４億３，８７６万余円、平成１３年度８３億４，５１８万余円の補助金を

交付している。

なお、都は連合会に対して、保険者の診療報酬納入遅延による保険医療機関への診療報酬支

払資金不足に対処するため３，０００万円の運転資金（平成１２年度及び平成１３年度とも同

額、単年度貸付で年利３％）を貸し付けており、また、連合会が経営していた福生病院（平成

１２年度末で一部事務組合に移管）の健全経営を確保するため１億円の運営資金（単年度貸付

で無利子）を平成１２年度まで貸し付けていた。
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（表１）補助金交付状況一覧

（単位：千円）
補 助 事 業 名 補 助 金 額 事 業 内 容 補 助 率 備 考

（事業開始年度） (国庫割合)

平成 都内在住被保険者に係る国民 10/10

１ 国民健康保険団体連合会運営費 １２年度 1,740,000 健康保険診療報酬の審査・支 17億4千万円を

補助 平成 払事業の経費に対する補助 限度

（ ）（昭和２６年度） １３年度 1,740,000 都単独補助

平成 高額医療費共同事業（80万円

２ 特別区高額医療費共同事業補助 １２年度 4,406,987 を超える医療費給付に係る交

（平成１２年度） 平成 付金を区へ交付する事業）に

１３年度 4,693,224 要する経費を補助 1/2

（ ）平成 高額医療費共同事業（80万円 都単独補助

３ 市町村高額医療費共同事業補助 １２年度 1,585,544 を超える医療費給付に係る交

）（昭和６３年度） 平成 付金を市町村へ交付する事業

１３年度 1,576,883 に要する経費の補助

平成 連合会が運営する南多摩病院 福生病院は平成

４ 直営病院運営費補助 １２年度 577,700 及び福生病院事業に要する経 基準額の10/10 １２年度末で２

（昭和４４年度） 平成 費の一部を補助（１床当たり 都単独補助 市１町（一部事（ ）

１３年度 215,543 平成１２年度１３５万円、平 務組合）に移管

成１３年度１２２万円）

平成 附属准看護学院

５ 看護師等養成所運営費補助 １２年度 6,794 福生病院附属准看護学院の運 基準額の10/10 は平成１２年度

（昭和４６年度） 平成 営費に対する補助 都単独補助 末に廃校（ ）

１３年度 －

平成 介護保険法第176条に基づく介 平成１２年度か

６ 苦情処理業務体制整備経費補助 １２年度 115,000 護保険業務として行っている 基準額の10/10 ら実施された 介「

(平成１２年度) 平成 苦情処理業務の体制整備に要 (国庫補助1/2) 護保険制度（保

１３年度 115,000 する経費に対する補助 険料の納入と介

介護給付費等の請求に関する伝 平成 介護サービス事業者等に対し 護サービスの実

送等促進事業補助 １２年度 6,739 て、介護給付費等の請求に関 10/10 施 」に伴い、設）

７ （平成１２年度単年度補助） 平成 する伝送等を促進するために 都単独補助 定した補助金（ ）

１３年度 － 行う説明会等に係る経費補助

介護給付費等請求業務支援事業 平成 介護給付費等の請求に関する 10/10

補助 １２年度 － 伝送等促進事業に要する経費 (国庫補助

８ （平成１３年度単年度補助） 平成 に対する補助 10/10)

１３年度 9,729

介護給付実績分析システム開発 平成 連合会が行う介護給付実績分

事業補助 １２年度 － 析システム開発事業に要する 10/10

９ （平成１３年度単年度補助） 平成 経費に対する補助 (国庫補助1/2)

１３年度 44,800

平成

合 計 １２年度 8,438,765

平成

１３年度 8,345,180
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２ 組 織

連合会は、事務所を新宿区西新宿六丁目２４番１号に置き、２３特別区、３９市町村及び２２

国民健康保険組合の合計８４保険者を会員とし、役員３０名（理事２６名、監事４名（非常勤役

員２８名 及び職員７４５名 うち都派遣職員３名 で 事務局は５部２室 １病院 南多摩病）） （ ） 、 、 （

院）をもって構成されている。

第２ 監査の範囲及び実地監査期間

１ 監 査 の 範 囲

平成１２年度及び平成１３年度の補助事業等について実施した。

２ 実地監査期間

（１）福 祉 局 平成１５年１月１４日及び２４日

（２）健 康 局 平成１５年１月１４日及び２４日

（３）連 合 会 平成１５年１月２０日から同月２３日まで

第３ 監 査 の 結 果

１ 事業実績について

（１）補助事業

平成１２年度及び平成１３年度における補助事業の主な実績は、表２のとおりであり、事業

は補助目的に沿って適正に執行されている。
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（表２）補助事業実績一覧

事 業 名（会計名） 事 業 内 容

審査件数 平成１２年度（都内診療分） ４３，３５５，０３２件

国民健康保険診療報酬請求書審査 （都外診療分） １，５９２，６２９件

及び支払事業 平成１３年度（都内診療分） ４４，９７１，３８３件

１ 診療報酬等審査支払特別会計 業 （都外診療分） １，６６１，４４４件（ （

務勘定 ） 支払件数 平成１２年度（都内診療分） ４２，１９９，８１０件（補助単価:18.5円））

（都外診療分） １，５８８，６６７件（補助単価:27.6円）

平成１３年度（都内診療分） ４３，４２９，１３６件（補助単価:18.5円）

（都外診療分） １，６５１，４８８件（補助単価:26.19円）

特別区高額医療費共同事業 １件当たり８０万円を超える医療費件数（特別区）

２ （高額医療費共同事業特別会計） 平成１２年度 ３２，１６１件

平成１３年度 ３３，４３９件

市町村高額医療費共同事業 １件当たり８０万円を超える医療費件数（市町村）

３ （高額医療費共同事業特別会計） 平成１２年度 １０，９０２件

平成１３年度 １１，２４６件

（ ） （ ）直営病院の運営（南多摩病院及び １日平均入院患者数 平成１２年度 病床稼動率 平成１３年度 病床稼動率

福生病院） 南多摩病院（１９１床） １５２．１人（79.6％） １５５．７人（80.4％）

４ （南多摩病院特別会計） 福生病院 （２４４床） １９２．０人（78.7％） －

（福生病院特別会計（平成１２年 １日平均外来患者数 平成１２年度 平成１３年度

度まで ） 南多摩病院（１２科） ４３９．７人 ４４０．４人）

－福生病院 （１４科） ７０９．２人

５ 福生病院附属准看護学院の運営 生徒数実員（定員 （平成１２年４月１５日現在））

（福生病院特別会計（平成１２年 平成１２年度 １年生 ０人（４０人）当該年度募集停止

度まで ） ２年生３８人（４０人））

相談・苦情処理事業

配置 苦情処理担当職員（事務局）１０人、顧問弁護士１人、苦情処理委員６人、

調査員６人

介護保険関係苦情処理事業 相談件数 ８７４件（１２年度 、９５１件（１３年度））

６ 介護保険事業関係事務特別会計 訪問調査等 ３９件（１２年度 、 ４２件（１３年度）（ ） ）

情報収集・提供事業

事例集の作成（平成１３年度に「平成１２年度苦情白書」の発行）

パンフレット等の印刷

（ 国保連介護サ－ビス通信」の発行：第１号～４号 部数各８０００部）「

介護給付費請求に関する伝送等促 会場使用料（コンベンションセンター借上げ、平成１３年５月２１日～２５日）

７ 進事業 及び開催通知印刷

（ ）介護保険事業関係事務特別会計

場 所：サンシャインシティ（コンベンションセンター）

８ 介護給付費等請求業務支援事業 期 間：平成１３年５月２３日～２５日

介護保険事業関係事務特別会計 内 容：介護ＩＴ事業者３６社による展示、講演会及び説明会（ ）

対象者：介護サービス提供事業者、居宅介護支援事業者、保険者の職員

参加入場者数：２，９８５人

介護給付実績分析システム開発事 介護給付実績データの集計・分析を行うためのシステム開発事業

９ 業 内 訳 システム開発（分析プロブラム設計、初期設備整備）

介護保険事業関係事務特別会計 システム備品購入（ ）
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社会福祉法人日本点字図書館ほか５団体

第１ 監査対象の概要

１ 事 業 の 内 容

（１）事 業 の 概 要

社会福祉法人日本点字図書館ほか５団体の事業概要は、表１のとおりである。

（表１－１）各団体の設立目的、主な事業等

社会福祉法人 設立年月 昭和２７年５月
、 、日本点字図書館 設立目的 福祉サービスを必要とする者が 心身ともに健やかに育成され

又は社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会
を与えられるとともに、その環境、年齢及び心身の状況に応じ、
地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるよう援助
すること。

主な事業 ア 視聴覚障害者情報提供施設「日本点字図書館」の設置経営
イ 全国の視聴覚障害者情報提供施設に関する連絡事業
ウ 盲人生活用具の開発と普及

社会福祉法人 設立年月 昭和２７年５月
東京ヘレン・ケラ 設立目的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提
ー協会 供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を

保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができる
よう支援すること。

主な事業 ア 視覚障害者情報提供施設「点字出版所 ・ 点字図書館」の」「
設置経営

イ 身体障害者、特に視覚障害者を対象とする更生相談事業
ウ 職業開拓、更生のためのヘレン・ケラー学院の経営

社会福祉法人 設立年月 昭和５６年３月
聴力障害者情報文化 設立目的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提
センター 供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を

保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができる
よう支援すること。

主な事業 ア 聴覚障害者情報提供施設「聴力障害者情報文化センター」の
設置経営

イ 身体障害者の更生相談事業
ウ 手話通訳技能審査・証明事業

社会福祉法人 設立年月 昭和３４年７月
日本盲人社会福祉施 設立目的 盲人福祉施設事業の育成強化を図り、福祉サービスを必要とす
設協議会 る者が、心身ともに健やかに育成され、又は社会、経済、文化そ

の他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、
その環境、年齢及び心身の状況に応じ、地域において必要な福祉
サービスを総合的に提供されるよう援助すること。

主な事業 ア 生活困難者のための利用させる盲人ホームの設置経営
イ 視覚障害者更生施設「東京都視覚障害者生活支援センター」
の受託経営
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（表１－２）各団体の設立目的、主な事業等

特定非営利活動法人 設立年月 平成３年４月
東京盲ろう者友の会 設立目的 盲ろう者（視覚と聴覚に障害を併せ持つ者）に対して、盲ろう

者の福祉を増進する事業を行い、盲ろう者の自立と社会参加を促
進すること。

主な事業 ア 通訳・介助者派遣・養成に関する事業
イ 盲ろう者の更生援護に関する事業
ウ 盲ろう者同士及び盲ろう者とほかの障害者や健常者との交流
を深めるための事業

社団法人 設立年月 昭和４４年４月
東京都盲人福祉協会 設立目的 愛盲精神に基づき、組織的活動により都内の盲人の生活安定と

福祉増進を図ること。
主な事業 ア 盲人の更生援護及び社会参加促進に関する事業

イ 録音物の製作発受
ウ 盲人の教養文化及びスポーツレクリェーションに関する事業

（２）都 と の 関 係

都は、各団体の行う事業に対して、表２のとおり補助金を交付している。

（表２－１） 補助金の交付状況

（ ）単位：千円

団 体 名 補 助 対 象 根 拠 補助金額 補助率

日本点字図書館 点字図書館の運営 点字図書館等及び盲人 平成１２ 79,312

ホームの運営に対する 平成１３ 80,056

東京ヘレン・ケ 補助金交付要綱 平成１２ 35,152 国１/２、

ラー協会 平成１３ 36,254 都１/２

聴力障害者情報 情報提供施設の運営 平成１２ 44,065

文化センター 平成１３ 45,008

日本盲人社会福 盲人ホームの運営 平成１２ 6,405

祉施設協議会 平成１３ 6,373

盲人ホームの大規模修 心身障害者（児）施設 平成１２ 7,260 補助基本額の

（ 、繕 整備費及び設備整備費 平成１３ － ３/４ 国１/２

）補助要綱 都１/４

東京盲ろう者友 盲ろう者の通訳者派遣 盲ろう者通訳派遣事業 平成１２ 18,997 都単独補助で

の会 補助要綱 平成１３ － 定額補助

盲ろう者大会の運営 障害者団体等実施事業 平成１２ 300 都単独補助で

補助要綱 平成１３ － 定額補助

（注）盲ろう者通訳派遣事業は、平成１３年度より都の委託により実施
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（表２－２）補助金の交付状況

（ ）単位：千円

団 体 名 補 助 対 象 根 拠 補助金額 補助率

東京都盲人福祉 盲社会人卓球大会の運 障害者団体等実施事業 平成１２ 300 都単独補助で

協会 営 補助要綱 平成１３ － 定額補助

中途失明者緊急生活訓 在宅視覚障害者福祉事 平成１２ 24,132 都単独補助

練ほか 業補助金交付要綱 平成１３ 23,213 １０/１０

機関紙「点字東京」の 社会教育関係団体に対 平成１２ 162 都単独補助

発行 する補助金交付要綱 平成１３ 143 １/２

２ 組 織

各団体の組織は、表３のとおりである。

（表３）団体別組織一覧

（平成１４．３．３１現在）

団 体 名 役 員

（ 所 在 地 ） 会長 理事長 副会長 常務理事 理事 監事 評議員会 事務局

日本点字図書館 名 名 名 名 名 名 名 名

（新宿区高田馬場1-23-4） １ 1 － ２ ７ ２ － ５９

東京ヘレン・ケラー協会

（新宿区大久保3-14-20） － １ － １ ４ ２ １３ ４５

聴力障害者情報文化センター

（新宿区新宿1-23-1） － １ － １ ６ ２ １７ ２０

日本盲人社会福祉施設協議会

（台東区台東3-1-6） １ １ － ２ １０ ２ ２７ ２１

東京盲ろう者友の会

（千代田区飯田橋1-4-3） － １ － － ３ ２ － ２

東京都盲人福祉協会 (代議員会)

（新宿区高田馬場1-9-23） １ － ３ ７ １３ ２ ７５ ９
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第２ 監査の範囲及び実地監査期間

１ 監 査 の 範 囲

平成１２年度及び平成１３年度の補助事業について実施した。

２ 実地監査期間

（１）福 祉 局 平成１５年１月１４日及び２８日

（２）教 育 庁 平成１５年１月２８日

（３）団 体

日本点字図書館 平成１５年１月２０日

東京ヘレン・ケラー協会 平成１５年１月２３日

聴力障害者情報文化センター 平成１５年１月２１日

平成１５年１月２２日日本盲人社会福祉施設協議会

東京盲ろう者友の会 平成１５年１月２４日

東京都盲人福祉協会 平成１５年１月２７日

第３ 監 査 の 結 果

１ 事業実績について

平成１２年度及び平成１３年度における各団体の補助事業の主な実績は、表４から表９までの

とおりであり、事業は補助目的に沿って適正に執行されている。

（１） 日本点字図書館

（表４）日本点字図書館の図書事業実績

区 分 点字・録音図書保有状況 利 用 状 況
新規製作 保有累計 貸 出 貸 出登録人員

登録人員 閲覧ほか種別 年度 増(△)減

種 類 数 量 種 類 数 量 延 数 延人数対前年比

種 冊 種 冊 人 人 冊 人 人平成
点字図書 １２ 655 16,104 44,936 613,340 11,501 8 57,813 19,599 2,888

(628,332)
１３ 715 3,086 27,154 169,402 11,331 △ 170 55,981 20,192 1,339

種 巻 種 巻 人 人 巻 人 人録音図書
１２ 867 20,336 28,735 723,460 11,501 8 555,811 215,161 2,888

(733,061)
１３ 1,057 2,359 14,875 436,295 11,331 △ 170 473,083 179,124 1,339

（注）カッコ内は委託による作成数を含む保有数
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（２）東京ヘレン・ケラー協会

（表５）東京ヘレン・ケラー協会の図書事業実績

区 分 点字・録音図書保有状況 利 用 状 況
新規製作 保有累計 貸 出 貸 出登録人員

登録人員 閲覧ほか種別 年度 増(△)減

種 類 数 量 種 類 数 量 延 数 延人数対前年比

種 冊 種 冊 人 人 冊 人 人平成
点字図書 １２ 151 449 4,338 13,539 1,281 △14 1,918 449 61

１３ 135 464 4,225 13,379 1,365 84 2,084 485 63
種 巻 種 巻 人 人 巻 人 人録音図書

１２ 669 1,110 5,047 28,827 1,281 △14 56,186 17,857 61
１３ 1,116 1,765 6,030 14,096 1,365 84 66,935 19,674 63

（３）聴力障害者情報文化センター

（表６）字幕付、手話付ビデオカセットテープ製作・貸出事業実績

区 分 ビデオ保有状況 利 用 状 況

新規製作 保有累計 貸 出 貸 出登録人員

登録人員 閲覧ほか種別 年度 延 数 延人数増(△)減

対前年比数 量 数 量

本 本 人 人 人 人 人平成

字幕付ビデオ １２ 277 6,936 3,080 165 1,573 524 247

１３ 280 7,216 3,223 143 966 322 91

手話付ビデオ １２ 4 549 8,047 2,856

１３ 4 553 7,136 2,511

（４）日本盲人社会福祉施設協議会

（表７）盲人ホーム杉光園利用実績

事業内容 年度 利 用 件 数

平成 あん摩 は り きゅう 二 科 合 計

（あん摩・はり)あん摩・はり １２

・きゅうの施 ６７２ ３７ 0 ４２ ７５１

術 １３ １,０２８ ３６ 0 ３６ １,１００
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（５）東京盲ろう者友の会

（表８）通訳者派遣事業実績

事業内容 年度 件(日)数 延時間 人 数

派遣件数 件 時間 派遣登録者数 人

通訳者派遣 平成 ２,４０９ ９,６８６ ２３８

１２ 開催日数 日 参加人数 人

通訳者講習会 １９ ４０ ４６

利用者講習会 １５ ３０ ４

（６）東京都盲人福祉協会

（表９）中途失明者緊急生活訓練事業実績

事業内容 年度 指導員数 訓練者 訓練延回数

平成 人 人 回

歩行訓練 １２ ４ １００ １，１２４

１３ ４ １０１ ８７５

点 字 １２ ２ ３８ ４７３

１３ ２ ３５ ４８９

生活訓練 １２ ２ ２２ １８７

１３ ３ ３１ ２９４
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